
「
南
蛮
」
か
ら
「
紅
毛
」
へ

中
　
　
村

質

　
　
は
じ
め
に

　
有
史
以
来
の
日
本
史
に
お
い
て
、
近
代
以
前
の
海
外
の
諸
国
（
地
域
）
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
平
和
的
な
交
流
で
あ
れ
、
ま
た
武
力
を

伴
う
よ
う
な
緊
張
状
態
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
関
係
が
非
常
に
盛
ん
な
時
代
と
、
比
較
的
消
極
的
な
い
し
否
定
的
な
時
代
と
が
、
交
互
に
織

り
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
を
い
わ
ば
「
外
向
き
」
の
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
1
な
時
期
と
す
れ
ば
、
後
者
は
い
わ
ば
「
内
向
き
」

G

N
a
t
i
o
n
a
1
な
時
代
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
国
際
関
係
に
は
、
公
的
・
国
家
レ
ベ
ル
の
も
の
と
私
的
・
民
間
レ
ベ
ル
の
も
の
と
が
あ
り
、
両
者
は
必
ず
し
も
一
体
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
に
は
宋
・
元
国
と
は
国
交
が
な
く
、
「
元
寇
」
の
よ
う
な
武
力
衝
突
さ
え
あ
っ
た
が
、
民
間
交
流
は
活
発
に
行
わ
れ
た
。

室
町
幕
府
は
外
交
・
貿
易
独
占
の
建
前
で
あ
っ
た
が
、
西
国
領
主
以
下
の
倭
寇
活
動
は
活
発
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
家
レ
ベ
ル
で
も
、
鎖
国
期

の
江
戸
幕
府
は
、
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
と
の
貿
易
は
公
認
し
て
も
、
国
交
や
宗
教
活
動
は
排
除
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
の

建
前
と
民
間
（
私
人
と
し
て
の
為
政
者
を
ふ
く
む
）
の
実
態
は
児
な
り
、
民
間
レ
ベ
ル
と
い
っ
て
も
列
島
円
の
地
方
的
特
質
も
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
大
き
な
日
本
史
の
史
潮
と
し
て
は
、
先
史
時
代
か
ら
遣
唐
使
が
廃
さ
れ
る
Ｉ
〇
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
、
外
国
文
化
の
摂
取
に
積
極
的
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な
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
な
時
代
。
そ
の
後
対
外
国
交
を
廃
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
国
風
」
の
社
会
と
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
た
が
（
第
一
期
鎖
国
）
、

回
一
世
紀
末
の
「
元
寇
」
前
後
か
ら
「
前
期
倭
寇
」
と
よ
ば
れ
る
西
国
民
間
人
の
直
接
渡
航
が
活
発
と
な
り
、
朝
鮮
・
中
国
の
沿
海
民
の
活

動
と
結
合
し
て
、
高
麗
・
元
朝
の
崩
壊
を
促
進
し
た
。
一
四
世
紀
後
半
に
国
家
を
再
統
一
し
た
明
・
李
朝
朝
鮮
・
足
利
幕
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ

外
交
・
貿
易
を
独
占
し
民
間
通
交
を
禁
じ
た
（
第
二
期
鎖
国
）
。
し
か
し
各
国
の
集
権
的
統
治
能
力
が
衰
退
す
る
と
、
各
国
沿
海
民
の
活
動
が

再
燃
し
（
後
期
倭
寇
）
、
新
た
に
参
入
し
仁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
含
め
て
世
界
史
的
規
模
に
拡
大
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
幕
藩
制
国
家
が
確
立
し
、

ま
た
清
朝
に
よ
る
中
国
社
会
の
再
編
強
化
が
な
さ
れ
る
一
七
世
紀
前
期
に
は
、
再
び
「
内
向
き
」
の
ア
ジ
ア
的
専
制
国
家
の
枠
組
み
の
中
に

封
じ
込
め
ら
れ
た
（
第
三
次
鎖
国
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
）
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
専
制
国
家
が
衰
退
し
、
欧
米
資
本
主
義
間
の
「
外
圧
」
に

屈
す
る
一
九
附
紀
後
半
の
開
国
ま
で
続
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
対
外
関
係
の
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
の
出
会
い
の
背
景
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
」
体
制
の
確
立
に
い
た

る
歴
史
的
諸
条
件
を
、
と
り
わ
け
一
五
四
三
年
か
ら
の
「
南
蛮
」
　
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ィ
ス
パ
ニ
ア
）
人
や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
接
触
、
つ
い
で
江

戸
時
代
の
「
紅
毛
」
　
（
オ
ラ
ン
ダ
・
ィ
ギ
リ
ス
）
の
登
場
と
、
「
南
蛮
」
排
除
の
政
治
的
動
向
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
Ｉ
　
「
南
蛮
」
人
と
の
出
会
い
の
背
景

　
日
本
史
に
お
い
て
、
「
南
蛮
」
の
語
は
、
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
巻
九
に
見
え
、
今
の
韓
国
の
一
部
を
さ
し
て
い
る
が
、
中
国
の
華
夷
的

地
理
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
降
っ
て
一
四
回
一
年
（
応
永
十
九
）
「
南
蛮
船
」
が
若
狭
小
浜
に
漂
着
し
た
が
、

こ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
パ
レ
ン
バ
ン
付
近
の
船
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
一
五
四
三
年
（
天
文
士
二
）
は
じ
め
て
三
人
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
種
子
島
に
漂
着
し
て
鉄
畑
を
伝
え
、
六
年
後
の
四
九
年

に
は
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児
島
に
上
陸
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
。
そ
の
後
マ
カ
オ
と
九
州
各
地
と
の
間
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
貿
易
が
活
発
に
な



る
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
数
も
増
加
し
、
一
方
、
マ
ニ
ラ
か
ら
の
イ
ス
パ
ニ
ア
船
も
一
五
八
四
年
（
天
正
十
二
）
平
戸
に
来
航
し
て
以
来
、
四
国
・

関
東
・
東
北
な
ど
へ
も
到
来
し
た
。

　
こ
う
し
た
「
南
蛮
」
両
国
は
、
一
般
に
彼
ら
自
身
の
冒
険
的
航
海
に
よ
り
日
本
を
含
ひ
未
知
な
る
イ
ン
デ
ィ
ア
を
「
発
見
」
し
た
と
さ
れ
、

そ
の
背
景
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
近
世
国
家
の
成
立
や
、
香
料
・
胡
淑
の
直
接
入
手
の
願
望
、
航
海
技
法
の
発
達
な
ど
、
「
発
見
」
者
側

の
諸
条
件
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
間
違
い
け
な
い
が
、
し
か
し
「
発
見
」
さ
れ
る
側
の
立
場
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
九
四
三
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
種
子
島
に
漂
着
し
た
の
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
で
は
な
く
、
一
〇
〇
余
人
乗
組
み
の
大
き
な
中
国
船
に
便
乗
し
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て
日
本
に
向
か
っ
た
も
の
で
、
「
南
蛮
」
の
語
も
、
そ
の
船
の
五
條
と
い
う
明
人
が
「
西
南
蛮
種
之
貿
胡
也
」
と
村
人
に
書
き
示
し
恕
こ
と

に
由
来
す
る
。
五
味
は
当
時
東
シ
ナ
海
域
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
倭
寇
の
頭
目
の
一
入
王
直
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ザ
ビ
エ
ル
の
鹿
児

島
渡
来
も
、
同
国
出
身
の
ア
ン
ジ
ロ
ウ
Ｊ
（
ヤ
ジ
ロ
ウ
）
ら
と
と
も
に
フ
フ
ッ
カ
か
ら
中
国
人
の
船
に
便
乗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
み
れ
ば
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
渡
来
は
、
彼
ら
の
意
志
と
と
も
に
、
倭
寇
（
『
明
史
』
日
本
伝
に
よ
れ
ば
、
こ
の
う
ち
多
く
は
沿
海
の
明
人
で
、
「
真
の
倭
は
士
の

三
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
）
や
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
行
動
範
囲
を
広
げ
て
い
た
日
本
人
の
手
引
が
あ
っ
て
こ
そ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
バ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
が
、
ア
フ
リ
カ
南
端
を
迂
回
し
て
イ
ン
ド
航
路
を
発
見
し
た
の
は
一
四
九
八
年
で
あ
る
が
、
ア
フ
リ
カ
東
岸
の
モ
ザ

ン
ピ
グ
か
ら
ィ
ン
ド
の
カ
リ
カ
。
ト
ヘ
導
い
た
の
は
、
モ
ザ
ン
ピ
グ
で
雇
わ
れ
た
ィ
ン
ド
人
パ
ィ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
カ
リ
カ
ッ
ト
や
フ
フ
ッ
カ

に
は
イ
ン
ド
洋
・
西
太
平
洋
全
域
の
商
船
が
幅
較
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
ほ
ど
な
く
香
料
諸
島
や
中
国
沿
岸
、
ひ
い
て
は

日
本
に
も
姿
を
現
す
の
は
い
わ
ば
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
当
時
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
は
強
力
な
統
一
国
家
は
見
ら
れ
ず
、

各
地
の
土
侯
、
明
朝
で
は
地
方
官
憲
、
日
本
で
は
戦
国
大
名
と
い
っ
た
地
方
権
力
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
互
い
に
対
立
抗
争
し
て
い
た
。
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
は
勢
力
拡
張
に
し
の
ぎ
を
け
ず
る
彼
ら
の
一
部
と
結
ん
で
、
勢
力
扶
殖
の
基
地
と
し
て
の
商
館
や
教
会
を
建
て
、
貿
易
上
の
権

益
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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イ
ン
ド
商
人
な
ど
に
よ
る
環
イ
ン
ド
洋
交
易
は
有
史
以
前
か
ら
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
一
方
中
国
で
も
す
で
に
唐
代
の
広
州
・
杭
州
な
ど
に

は
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ム
人
の
植
民
が
行
わ
れ
て
い
た
。
中
国
人
の
海
洋
発
展
は
Ｉ
〇
世
紀
ご
ろ
か
ら
本
格
化
し
た
が
、
殊
に
明
の
鄭
和
の
大

艦
隊
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ア
ジ
ア
進
出
よ
り
約
一
世
紀
ま
え
の
一
四
〇
五
九
回
一
年
に
、
八
次
に
わ
た
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
～
イ
ン
ド
洋
各

地
に
遠
征
し
、
そ
の
別
動
隊
は
メ
ッ
カ
や
ア
フ
リ
カ
海
岸
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
間
交
流
が
活
発
化
し
た
。

　
丁
度
そ
の
頃
、
日
明
間
に
は
朝
貢
・
勘
合
貿
易
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
室
町
幕
府
や
西
国
の
守
護
大
名
な
ど
は
頻
っ
て
朝
鮮
国
（
高
麗
朝
）
と
も

貿
易
関
係
を
保
ち
、
ま
た
島
津
氏
や
堺
商
人
な
ど
は
琉
球
貿
易
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た
（
一
目
凹
一
年
島
津
忠
国
は
幕
府
に
乞
う
て
琉
球
「
知
行
」

を
認
め
ら
れ
た
）
。
朝
鮮
国
王
は
一
四
一
五
年
、
琉
球
国
王
に
対
し
て
日
本
か
ら
琉
球
に
売
ら
れ
て
く
る
朝
鮮
人
（
倭
寇
の
捕
虜
）
の
送
還
を
求
め
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
琉
球
国
王
は
日
本
・
朝
鮮
や
、
宗
主
国
で
あ
る
明
と
の
交
流
の
ほ
か
、
シ
ャ
ム
・
パ
レ
ン
バ
ン
・
ジ
ャ
ワ
な
ど

と
の
交
易
を
密
に
し
た
。
ヤ
ジ
ロ
ウ
の
ほ
か
、
琉
球
や
中
国
経
由
で
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
足
跡
を
の
ば
し
て
い
た
多
く
の
倭
寇
的
日
本
人
が
い

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
）
人
の
大
航
海
時
代
よ
り
少
な
く
と
も
一
世
紀
前
に
、
日
本
人
を
含
め
た
ア
ジ
ア
人
の
大

航
海
時
代
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
東
西
二
つ
の
大
航
海
の
波
が
イ
ン
ド
洋
や
東
南
ア
ジ
ア
で
ぶ
つ
か
り
合
い
、
返
す
波
が
「
南
蛮
」
人
を

東
北
ア
ジ
ア
ま
で
い
ざ
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
倭
寇
は
二
つ
の
大
航
海
の
も
や
い
綱
で
も
あ
っ
た
。

　
　
Ｈ
　
「
Ｂ
ｕ
ｎ
９
ｏ
の
王
」
大
友
氏

　
室
町
初
期
以
来
、
明
・
朝
鮮
と
活
発
な
外
交
・
貿
易
関
係
を
維
持
し
た
の
は
山
口
の
大
内
氏
で
あ
っ
た
が
、
最
後
の
遣
明
船
で
あ
る
｝
五
四
七
年

大
内
義
隆
派
遣
の
勘
合
船
は
上
陸
を
拒
否
さ
れ
た
。
ま
た
ザ
ビ
エ
ル
ら
の
布
教
を
許
し
、
山
口
に
教
会
「
大
道
寺
」
の
地
を
与
え
た
彼
も
、

五
一
年
家
臣
陶
晴
賢
の
反
乱
で
自
滅
し
、
対
外
交
渉
の
中
心
は
豊
後
の
大
友
氏
に
移
っ
て
い
っ
た
。



　
こ
れ
よ
り
さ
き
一
五
四
〇
年
、
王
直
は
明
朝
の
海
禁
の
緩
み
に
乗
じ
て
広
東
で
密
貿
易
を
開
始
し
、
明
朝
嘉
靖
二
〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
後

期
倭
寇
の
活
動
期
に
入
る
。
豊
後
渡
来
の
明
船
の
増
加
を
う
け
、
大
友
義
鑑
は
一
五
四
六
年
使
僧
清
梁
を
明
に
遣
わ
し
、
子
の
義
鎮
（
宗
麟
）

は
五
一
年
日
本
を
去
る
ザ
ビ
エ
ル
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
豊
後
を
出
帆
す
る
と
き
、
イ
ン
ド
副
王
へ
の
使
者
を
同
乗
さ
せ
た
。
そ
の
後
も
「
信

仰
の
擁
護
者
」
　
「
豊
後
の
王
」
と
し
て
使
者
を
派
遣
し
、
引
き
換
え
に
貿
易
船
の
渡
来
と
大
砲
（
「
国
崩
し
」
）
等
の
提
供
を
求
め
た
。
戦
国

大
名
の
対
外
政
策
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
そ
の
庇
護
の
も
と
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
長
老
の
ト
ル
レ
ス
は
山
口
か
ら
豊
後
府
内
（
大
分
）
に
移
り
、
外
科
に
長
じ
た
ア
ル
メ
イ
ダ

な
ど
に
病
院
や
育
児
院
な
ど
を
建
て
さ
せ
、
ま
た
一
五
八
〇
年
、
有
馬
・
安
土
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
（
神
学
校
）
設
置
に
対
し
、
府
内
で
は
そ
の

土
の
コ
レ
ジ
ョ
（
ラ
テ
ン
語
・
哲
学
・
神
学
の
大
学
を
設
立
さ
せ
、
臼
杵
に
は
ノ
ビ
シ
ア
ド
（
修
練
院
）
も
置
か
れ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
エ
ボ

ラ
と
リ
ス
ボ
ン
で
、
近
年
発
見
さ
れ
た
日
本
屏
風
文
書
（
下
張
り
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
占
文
爵
）
の
う
ち
、
「
い
る
ま
ん
心
得
の
事
」
と
も
い

う
べ
き
断
簡
は
、
松
田
毅
一
氏
に
よ
れ
ば
バ
リ
ニ
ヤ
ー
ノ
が
一
五
八
〇
年
臼
杵
の
修
練
院
で
講
演
し
、
翌
年
か
ら
安
土
の
セ
ミ
ナ
リ
オ
で
講

義
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
リ
ス
ボ
ン
所
出
断
簡
の
一
節
を
紹
介
す
れ
ば
、

　
　
此
。
－
・
ン
ヒ
奥
川
（
a
￥
c
＆
告
解
・
）
ト
云
ハ
、
先
后
悔
ノ
痛
ミ
ト
、
赦
サ
ル
ヘ
キ
ト
ノ
頼
〔
母
〕
敷
キ
心
ヲ
以
ケ
、
科
ワ
白
状
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

　
　
ル
事
犯
、
是
真
二
人
間
扶
カ
ル
ヘ
キ
為
ニ
、
ａ
（
｛
｝
呂
こ
定
メ
玉
フ
大
ナ
ル
御
巧
ミ
ノ
道
ナ
引
、
（
前
後
賂
）

の
よ
う
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
混
交
文
で
、
日
本
人
の
修
道
士
や
司
教
の
養
成
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
一
五
六
六
年
頃
は
倭
寇
の
最
盛
期
で
、
鎮
圧
の
総
責
任
者
で
あ
っ
た
胡
宗
憲
は
、
使
者
鄭
舜
功
を
日
本
に
遣
わ
し
て
実
情
を
探
査
さ

せ
た
。
同
年
彼
は
豊
後
に
至
り
、
倭
情
を
調
査
す
る
一
万
、
幕
府
に
倭
寇
の
禁
圧
を
請
い
、
帰
国
し
て
日
本
地
坪
・
日
本
語
な
ど
に
関
す
る

　
『
日
本
一
鑑
』
を
著
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
西
国
全
域
が
倭
寇
の
巣
窟
と
あ
る
が
、
禁
を
侵
し
て
海
外
に
流
通
し
た
中
国
人
や
倭
寇
の
捕

虜
が
、
日
本
人
を
語
ら
っ
て
我
に
寇
す
と
い
い
、
ま
た
例
え
ば
大
隅
の
高
畑
（
高
須
）
地
方
に
は
、
倭
寇
に
捕
ら
え
ら
れ
た
福
建
地
方
の
中

　
　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五



　
　
　
　
「
南
蛮
」
か
ら
「
紅
毛
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

国
人
一
ご
二
百
人
が
奴
隷
的
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
一
五
六
二
年
豊
後
か
ら
薩
摩
の
坊
津
に
行
っ
た
ア
ル
メ
イ
ダ
は
、
そ
こ
に

停
泊
し
て
い
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
、
倭
寇
に
捕
ら
え
ら
れ
て
き
た
中
国
人
女
性
を
多
数
買
い
取
っ
て
輸
出
す
る
状
況
を
報
告
し
て
い
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

彼
自
身
も
そ
の
積
み
込
み
や
輸
送
な
ど
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
の
で
あ
ぶ
。

　
大
友
宗
麟
は
よ
う
や
く
大
正
四
年
（
一
五
七
八
）
に
受
洗
し
て
ド
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
名
乗
り
、
同
十
年
そ
の
姪
孫
の
伊
東
ア
ブ
ヴ
Ｅ
を

大
正
造
欧
使
節
の
正
使
と
し
て
派
遣
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
受
洗
の
年
、
９
向
耳
川
で
薩
摩
島
津
義
久
に
敗
北
す
る
と
、
以
後

有
力
家
臣
が
あ
い
つ
い
で
離
反
し
、
領
国
経
営
と
島
津
氏
対
策
上
、
援
助
を
豊
臣
秀
吉
に
求
め
、
同
十
五
年
（
一
五
八
七
）
そ
の
島
津
討
伐
（
九

州
平
定
）
に
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
島
津
降
伏
の
僅
か
半
月
後
、
バ
テ
レ
ン
追
放
令
が
発
せ
ら
れ
る
直
前
に
、
宗
麟
と
ほ
ぼ

同
様
の
軌
跡
を
辿
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
大
打
綿
忠
と
数
日
違
い
で
死
去
し
た
。
宗
麟
の
跡
を
つ
い
だ
子
の
大
友
義
統
（
吉
統
、
ド
ン
・
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ノ
）
は
、
文
禄
二
年
に
明
の
大
軍
を
前
に
し
た
平
壌
の
小
西
行
長
を
救
援
せ
ず
に
退
却
し
た
と
し
て
改
易
さ
れ
、
関
ケ
原
の
役
に
際

し
て
は
旧
領
復
活
の
約
束
で
西
軍
に
与
み
し
て
黒
田
如
水
に
敗
れ
、
鎌
倉
以
来
の
名
家
大
友
氏
は
、
近
世
大
名
と
し
て
生
き
延
び
る
こ
と
が

で
き
ず
に
歴
史
の
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た
。

　
こ
れ
と
同
様
な
由
緒
と
力
を
競
い
な
が
ら
、
近
世
大
名
、
さ
ら
に
近
代
に
つ
な
が
る
島
津
氏
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
何
か
こ
の
違
い
を
も
た

ら
し
た
の
か
、
そ
の
解
明
は
戦
国
・
近
世
史
を
解
く
有
効
な
鍵
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
Ⅲ
　
秀
吉
政
権
と
奴
隷
交
易

　
豊
臣
秀
吉
は
大
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
六
月
十
九
日
付
の
い
わ
ゆ
る
バ
テ
レ
ン
追
放
令
（
平
戸
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
）
で
、
「
一
、
日
本
ハ
神

国
た
る
処
、
き
り
し
た
ん
国
よ
り
邪
法
を
授
候
儀
、
太
以
不
可
然
候
事
」
と
、
主
権
者
（
統
一
政
権
）
と
し
て
は
初
め
て
キ
リ
シ
タ
ン
邪
法
観

を
宣
言
し
、
「
伴
天
速
成
、
日
本
之
地
ニ
ハ
お
か
せ
ら
れ
間
敷
候
閥
、
今
日
よ
り
廿
日
之
閥
二
用
意
仕
可
帰
国
候
」
と
、
宣
教
師
の
国
外
追



放
を
命
じ
た
が
、
「
黒
船
之
儀
ハ
商
売
之
事
候
間
、
各
別
候
之
条
、
年
月
を
経
、
諸
事
売
買
い
た
す
へ
き
事
」
と
、
「
南
蛮
」
貿
易
の
継
続

を
認
め
、
商
教
分
離
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
た
そ
の
前
日
付
の
バ
テ
レ
ン
追
放
令
で
は
、
理
由
の
Ｉ
つ
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
奴
隷
輸
出
を
あ
げ
て
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
側
は
、

奴
隷
貿
易
と
は
無
関
係
で
、
む
し
ろ
廃
止
の
た
め
に
努
力
し
て
お
り
、
貿
易
地
の
領
主
た
ち
が
厳
重
に
禁
止
す
れ
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
と
弁

　
　
　
　
　
Ｉ

明
し
て
い
ぶ
。
少
な
く
と
も
一
五
七
〇
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
の
勅
令
に
よ
り
奴
隷
貿
易
が
禁
ぜ
ら
れ
る
ま
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
エ

ズ
ス
会
も
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
際
的
な
人
身
の
略
奪
・
売
買
は
、
倭
寇
期
の
西
国
に
お
い
て
は
、
有
力
商
品
の
Ｉ
つ
と
し

て
国
内
の
身
売
り
同
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
た
め
秀
吉
は
「
海
賊
停
止
」
を
令
し
て
倭
寇
的
通
商
を
禁
じ
、
徳
川
期
の
朱
印
船
制
度
の
源
流
と
も
い
う
べ
き
海
外
渡
航
の
免
許
状

　
　
　
　
　
Ｉ

を
付
与
し
た
。
ま
た
朝
鮮
の
役
の
軍
法
で
は
、
非
戦
闘
員
の
殺
傷
・
捕
獲
を
禁
じ
、
「
さ
る
み
（
朝
鮮
人
）
日
本
へ
被
遣
侯
儀
御
法
度
」
で
あ

　
　
Ｉ

っ
た
作
ヽ
実
際
に
は
緒
戦
か
ら
老
幼
男
女
の
捕
虜
を
日
本
に
連
行
し
ヽ
秀
吉
自
身
も
諸
大
名
に
「
朝
鮮
人
捕
ら
え
置
候
内
ヽ
細
工
仕
若
井
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

い
く
わ
ん
（
縫
官
）
手
の
き
ｘ
候
女
於
在
之
若
、
可
進
上
絢
」
と
命
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
身
捕
獲
の
具
体
例
は
、
聞
長
の
役
に
従
軍
し

た
豊
後
臼
杵
安
養
寺
の
他
聞
念
の
『
朝
鮮
日
々
記
』
に
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
（
慶
長
二
年
4
‐
一
月
）
十
九
日
、
日
本
よ
り
も
よ
ろ
つ
（
万
）
の
あ
き
人
（
商
人
）
も
き
た
り
し
な
か
に
、
人
あ
き
な
い
せ
る
物
（
者
）

　
　
来
り
、
奥
陣
ョ
り
あ
と
に
つ
き
あ
る
き
、
男
女
老
若
か
い
取
り
て
、
な
わ
に
て
く
ひ
（
首
）
を
く
ｘ
り
あ
つ
め
、
さ
き
へ
お
ひ
た
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
（
造
立
）
、
あ
ゆ
（
歩
）
ひ
候
ハ
ね
ハ
、
あ
と
よ
り
つ
へ
（
杖
）
に
て
お
つ
た
て
、
う
ち
は
し
（
打
走
）
ら
か
す
（
後
略
）

有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
役
に
限
ら
ず
、
数
多
い
従
軍
記
録
が
お
の
れ
の
軍
功
を
飾
り
、
行
為
の
正
当
化
に
終
始
す
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は

戦
争
の
残
虐
さ
を
世
俗
を
超
越
し
た
立
場
か
ら
活
写
し
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
朝
鮮
出
兵
は
ま
さ
に
国
家
規
模
の
人
身
略
奪
で
あ
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｊ

の
数
は
二
、
三
万
人
以
上
と
さ
れ
ぶ
。

史
　
学
　
論
　
叢

二
七
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そ
の
た
め
、
当
時
長
崎
に
居
住
し
た
イ
ス
パ
ニ
ア
人
の
ア
ビ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
奴
隷
価
格
が
下
落
し
た
と
い
い
、
イ
タ
リ

ア
人
の
商
人
旅
行
家
カ
ル
レ
ッ
テ
ィ
ー
は
五
人
の
朝
倍
大
を
代
銀
一
二
エ
ス
ク
ー
ド
で
求
め
て
ゴ
ア
ヘ
連
行
し
、
う
ち
▽
人
は
さ
ら
に
イ
タ

　
　
　
　
　
　
　
闘

リ
ー
に
連
れ
帰
っ
た
。
▽
人
当
り
平
均
で
は
銀
二
四
匁
程
度
で
あ
る
。
文
禄
二
年
『
大
和
田
近
江
重
清
日
記
』
に
よ
る
長
崎
で
の
買
物
の
泣

段
は
、
米
一
斗
が
銀
一
匁
、
手
火
矢
（
ピ
ス
ト
ル
）
一
挺
口
薬
と
も
に
銀
一
二
〇
匁
二
分
、
聊
香
半
斤
一
一
〇
匁
、
カ
。
パ
ー
つ
Ｉ
〇
四
匁
、
緋

緞
子
一
端
六
八
匁
な
ど
で
、
こ
の
加
虐
二
人
の
値
段
は
、
米
一
石
二
斗
、
竜
脳
一
汗
、
シ
ャ
ボ
ン
ー
一
節
、
針
二
乗
、
黒
砂
・
糖
一
一
斤
、
の
い

ず
れ
か
に
し
か
当
た
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
徳
川
期
に
入
り
、
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
交
渉
の
過
程
で
、
刷
還
さ
れ
た
者
は
数
千
人
に
過
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
大
多
数
は

日
本
社
会
に
埋
没
す
る
伺
、
外
国
に
転
売
さ
れ
る
か
句
、
ま
た
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
殉
教
し
た
指
も
多
い
。
身
寄
り
も
な
く
異
国
で
流
浪
す

る
彼
ら
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
最
後
の
救
い
を
求
め
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
Ⅳ
　
徳
川
政
権
と
「
南
蛮
」
「
紅
毛
」
の
確
執

　
豊
臣
秀
吉
の
外
交
は
高
圧
武
断
的
で
、
「
唐
入
り
」
の
た
め
の
朝
鮮
・
明
と
の
戦
争
を
は
じ
め
、
琉
球
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
ィ
ン
ド
副
王
）
・

イ
ス
パ
ニ
ア
（
ル
ソ
ン
長
官
）
、
台
湾
（
高
山
国
）
に
対
す
る
武
力
を
背
景
に
し
た
入
貢
・
互
市
の
要
求
、
お
よ
び
づ
ア
レ
ン
追
放
章
二
一
十

六
聖
人
の
殉
教
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
家
康
の
外
交
は
「
善
隣
友
好
」
を
基
調

と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
関
ケ
原
以
前
か
ら
、
豊
臣
五
大
老
の
筆
頭
と
し
て
海
賊
停
止
章
を
発
し
、
白
頭
江
戸
で
は
マ
ニ
ラ
交
易
を
条
件
に
布
教
活
動
を
容

認
し
、
豊
後
漂
着
の
オ
ラ
ン
ダ
船
リ
ー
フ
デ
号
を
堺
を
経
て
浦
賀
に
回
航
さ
せ
、
乗
組
員
を
保
護
し
て
、
関
東
で
の
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ギ
リ
ス

貿
易
を
期
待
し
た
。



　
関
ケ
原
後
は
、
対
馬
藩
お
よ
び
薩
摩
藩
・
琉
球
国
を
介
し
て
、
朝
鮮
お
よ
び
明
と
の
修
好
の
道
を
探
ら
せ
、
朝
鮮
と
の
間
に
は
慶
長
十
年

に
使
節
の
渡
来
、
同
十
二
年
に
は
正
式
に
国
交
の
回
復
を
み
た
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
は
、
日
本
商
人
や
唐
人
・
宣
教
師
な
ど
を
使

者
と
し
て
外
交
関
係
を
樹
立
し
、
勘
合
符
の
日
本
版
と
も
い
う
べ
き
家
康
の
渡
航
特
許
状
（
朱
印
船
）
制
度
を
確
立
し
た
。
朱
印
状
の
発
給
控

え
で
あ
る
「
毀
国
御
朱
印
帳
」
　
「
毀
国
渡
海
御
朱
印
帳
」
に
よ
れ
ば
、
家
康
期
の
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
か
ら
元
和
二
年
（
コ
ハ
丁
ハ
）
ま
で

の
間
に
、
シ
″
ム
・
る
そ
ん
（
フ
ィ
リ
ピ
ン
）
こ
父
趾
（
コ
ー
チ
シ
ナ
）
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
、
合
計
一
八
国
（
地
域
）
向

け
に
一
八
三
通
の
発
給
が
知
ら
れ
、
西
国
大
名
、
商
人
、
日
本
在
留
の
中
国
人
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
経
営
す
る
同
数
の
朱
印
船
が
渡
航
し
た

　
　
　
　
旧

こ
と
に
な
ぶ
。

　
慶
長
九
年
当
時
日
本
の
対
外
貿
易
の
首
位
を
占
め
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
貿
易
に
対
し
て
創
設
さ
れ
た
糸
割
符
制
度
（
堺
こ
示
・
長
崎
の
糸
割
符
商

人
に
よ
る
中
国
産
生
糸
の
一
括
購
入
制
）
が
、
当
初
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
な
い
し
イ
エ
ズ
ス
会
に
と
っ
て
、
一
括
総
買
取
り
に
よ
り
有
利
に
作
用
し
た

か
、
つ
ま
り
結
果
的
に
は
家
康
の
貿
易
保
護
策
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
買
い
叩
き
な
ど
の
た
め
前
よ
り
不
利
に
な
っ
た
か
、
つ
ま
り
ポ
ル
ト

ガ
ル
貿
易
の
抑
制
策
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
す
ぐ
れ
て
直
轄
三
部
（
の
富
商
）
の
掌
握
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ぶ
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
時
糸
値
段
の
折
衝
・
取
引
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
公
然
と
介
入
し
、
布
教
活

動
も
活
発
で
、
信
徒
数
が
秀
吉
期
以
上
に
増
加
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
慶
長
九
年
長
崎
に
唐
通
事
を
置
き
、
在
留
唐
人
の
馮
六
（
馮
六
宮
）
を
こ
れ
に
任
じ
た
の
も
、
唐
船
の
招
致
と
居
留
民
の
掌
握
を
は
か
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
慶
長
ト
五
年
、
来
航
唐
船
の
長
崎
招
致
を
策
し
、
福
建
道
総
督
に
「
勘
合
」
の
復
活
を
申
入
れ
て
い
る

か
ら
で
も
あ
る
。
こ
の
「
勘
合
」
は
中
国
を
軸
に
し
た
室
町
期
の
そ
れ
と
は
毀
な
り
、
日
本
側
主
導
の
朱
印
船
制
度
を
、
や
や
形
を
変
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陥

明
に
準
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ヽ
返
事
が
な
く
結
果
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
中
国
船
の
渡
来
は
歓
迎
し
た
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
全
方
位
的
友
奸
策
も
、
慶
長
ト
四
年
（
一
六
〇
九
）
頃
か
ら
明
か
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
同
年
は
、
島
津
氏
の
琉
球
征
服

　
　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



{ |

　
　
　
　
「
南
蛮
」
か
ら
「
紅
毛
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

（
四
月
）
、
朝
鮮
・
対
馬
藩
間
の
己
酉
約
条
締
結
（
五
月
）
、
平
戸
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
設
置
（
八
月
べ
兵
員
輸
送
・
対
外
貿
易
に
供
さ
れ
得
る

五
〇
〇
石
積
み
以
上
の
大
船
の
諸
大
名
の
保
有
禁
止
（
九
月
）
、
マ
カ
オ
寄
港
朱
印
船
の
乗
組
・
叫
殺
傷
事
件
に
対
す
る
報
復
と
し
て
、
有
馬

清
信
・
長
崎
奉
行
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
マ
ー
ド
レ
こ
ア
・
デ
ウ
ス
号
を
長
崎
で
撃
沈
（
七
一
月
、
翌
年
貿
易
途
絶
）
、
と
画
期
的
事
件
が
続
い
た
。

い
ず
れ
も
大
御
所
家
康
の
承
認
を
得
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
路
線
で
あ
る
対
朝
鮮
・
オ
ラ
ン
ダ
の
友
好
策
の
ほ
か
、
新
た
に
琉

球
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
諸
大
名
に
対
す
る
強
硬
策
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

特
に
、
の
ち
に
「
紅
毛

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ

－　ｄ

　
と
よ
ば
れ
る
非
カ
ト
リ
ッ
ク
の
オ
ラ
ン
ダ
人
、
つ
い
で
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
人
の
日
本
貿
易
参
入
は
、
従
来
か
ら

一
ア
の
日
本
貿
易
と
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
活
動
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
、
‐
‐
１
南
蛮
」
　
・
「
紅
毛
」
の
熾
烈

な
確
執
が
は
し
ま
っ
た
。
慶
長
十
四
年
七
月
二
脂
五
日
付
の
オ
ラ
ン
ダ
人
あ
て
の
朱
印
状
に
は
、

　
　
お
ら
ん
た
船
日
本
汪
渡
海
之
時
、
㈲
之
浦
二
雖
着
岸
、
不
可
有
相
違
候
、
向
後
守
此
旨
、
無
異
議
可
披
往
来
、
聊
疎
互
有
開
敷
候
也
、
価

　
　
�

　
如
件
、

と
安
全
で
自
由
な
貿
易
の
保
証
を
与
え
た
が
、
同
十
八
年
平
戸
に
渡
来
し
て
同
地
に
商
館
を
設
置
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
、
八
月
二
十

八
日
付
の
朱
印
状
は
さ
ら
に
具
体
的
で
、

一
、
い
き
り
す
よ
り
日
本
へ
、
今
度
初
而
渡
海
之
船
、
万
商
売
方
之
儀
、
無
相
違
可
仕
奴
、
渡
海
仕
付
而
ハ
、
諸
役
可
令
免
許
事
、
、

　
　
（
二
条
賠
）

一
、
於
江
戸
望
之
所
ニ
、
屋
敷
町
遺
之
間
、
家
を
立
、
致
居
住
、
商
売
可
仕
候
、
帰
国
之
義
ハ
伺
時
子
而
も
、
い
き
り
す
人
可
住
心
中
、

　
　
　
付
、
立
置
奴
原
は
、
い
き
り
す
人
可
為
値
事
、
（
一
条
略
）

一
、
荷
物
お
し
か
い
狼
籍
仕
間
敷
事
、

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

い
き
り
す
人
之
内
、
徒
者
於
有
之
者
、
依
罪
軽
重
、
い
き
り
す
の
大
将
次
第
可
申
付
事



と
、
無
課
税
、
不
入
の
特
権
を
も
つ
江
戸
屋
敷
の
提
供
、
資
産
保
全
に
、
い
わ
ば
領
事
裁
判
権
な
ど
、
ほ
ぼ
無
限
定
の
自
由
貿
易
を
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
勤
き
に
対
し
、
ゴ
ア
総
督
と
マ
カ
オ
市
の
使
節
は
慶
長
十
七
年
九
月
収
府
の
家
康
に
書
を
呈
し
、

　
　
紅
毛
こ
夭
圭
黎
（
イ
ギ
リ
ス
）
者
、
弊
邑
之
患
也
、
彼
在
海
上
流
劫
、
安
得
有
賀
至
貴
国
、
：
駆
之
使
無
止
宿
、
（
前
後
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
則

と
、
紅
毛
海
賊
論
を
説
い
て
日
本
か
ら
の
追
放
を
請
い
、
ほ
か
宣
教
師
の
保
護
と
日
本
船
が
マ
カ
オ
に
寄
港
し
な
い
よ
う
と
の
措
置
を
願
っ

た
。

　
こ
れ
に
対
し
オ
ラ
ン
ダ
国
主
の
使
節
も
同
年
十
月
収
府
に
詣
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ
ニ
ア
は
敵
対
国
で
あ
り
、

　
　
は
い
て
る
　
（
ｔ
乱
ｇ
）
　
の
心
ハ
、
日
本
の
者
を
次
第
々
々
ニ
我
宗
ニ
な
し
、
余
宗
を
嫌
ひ
、
後
ハ
少
々
宗
論
ヲ
仕
、
大
な
る
と
り
あ

　
　
ひ
も
御
座
候
事
も
可
有
之
候
、
典
侍
ハ
は
い
て
る
の
存
分
次
砂
、
（
上
下
略
）

と
、
貿
易
に
名
を
借
り
た
布
教
に
よ
り
、
や
が
て
国
を
奪
う
目
的
で
あ
る
と
の
書
を
呈
し
、
家
康
の
信
任
厚
い
ア
ダ
ム
ズ
な
ど
を
通
じ
て
働

き
か
け
た
。

　
こ
れ
よ
り
さ
き
慶
長
十
七
年
三
月
、
幕
府
は
近
臣
に
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
手
が
の
び
て
い
る
と
し
て
直
轄
地
の
禁
教
会
を
発
し
、
同
年
六
月

ノ
ビ
ス
パ
ン
国
主
へ
「
吾
邦
者
神
国
也
、
：
：
於
弘
法
者
可
志
向
止
、
不
可
用
之
、
只
商
船
来
往
、
而
売
買
之
利
潤
偏
可
専
之
」
（
『
異
国
日

記
』
△
上
▽
）
と
、
布
教
禁
止
と
商
教
分
離
の
方
針
を
明
か
に
し
た
が
、
翌
十
八
年
末
に
は
全
国
禁
敬
介
を
発
し
、
宣
教
師
の
み
で
な
く
一
人
の

信
徒
の
存
在
も
許
さ
な
い
と
い
う
、
そ
の
後
二
世
紀
に
わ
た
る
厳
し
い
迫
害
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
禁
教
今
に

は
、

　
　
夫
日
本
者
、
元
是
神
国
也
、
：
：
爰
吉
和
支
丹
之
徒
党
、
適
来
於
日
本
、
非
帝
渡
商
船
向
通
資
財
、
司
政
弘
邪
法
語
正
宗
、
以
改
滅
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闘

　
　
之
政
号
、
作
已
有
、
是
大
禍
之
萌
也
、
不
可
不
測
矣
、
（
上
下
略
）

　
　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
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一



　
　
　
　
「
南
蛮
」
か
ら
「
紅
毛
」
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

と
、
か
つ
て
の
秀
吉
の
冲
国
論
を
継
承
し
、
か
つ
「
南
蛮
」
貿
易
と
布
教
・
領
土
的
野
心
は
一
体
だ
と
い
う
、
「
紅
毛
」
側
の
説
に
与
し
た

も
の
で
あ
る
。
蘭
・
英
人
の
海
外
に
お
け
る
海
賊
活
動
（
対
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
ス
パ
ニ
ア
値
民
泊
戦
争
）
は
、
直
接
幕
府
の
利
害
に
か
か
わ
る
問

題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
幕
府
に
対
し
て
は
領
土
的
野
心
の
強
調
こ
そ
説
得
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
全
国
禁
教
令
は
鎖
国

へ
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
後
半
世
紀
問
の
対
外
政
策
は
、
対
「
紅
毛
」
を
含
め
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
（
「
南
蛮
」
の
排
除
）
を
主
軸
に
展
開
す

る
の
で
あ
る
。

　
　
Ｖ
　
む
す
び
に
か
え
て
！
寛
永
鎖
国
Ｉ

　
元
和
二
年
（
コ
こ
六
）
に
寥
康
が
死
ぬ
と
、
秀
志
は
突
如
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
船
の
貿
易
地
を
長
崎
・
平
戸
の
二
港
に
限
り
、
同
七
年
に
は
日
本
人

の
外
国
船
便
乗
渡
航
や
外
国
人
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
雇
用
な
ど
を
禁
じ
、
翌
八
年
に
は
平
戸
を
基
地
と
す
る
英
蘭
防
衛
同
盟
の
イ
ギ
リ
ス
船
が
拿

捕
し
た
マ
ニ
ラ
か
ら
の
平
山
常
陸
船
に
宣
教
師
が
同
乗
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
て
、
「
元
和
の
大
殉
教
」
に
発
展
し
た
。
こ
の
よ
う
に
フ

ィ
リ
ピ
ン
は
宣
教
師
潜
入
の
基
地
と
み
な
さ
れ
、
つ
い
に
寛
永
元
年
（
コ
八
二
四
）
国
交
が
断
た
れ
た
。
薩
摩
渡
来
の
使
節
へ
の
通
告
の
文
に

は
、

　
　
往
年
枝
国
所
懇
求
者
、
商
舶
往
来
、
：
売
買
之
一
件
耳
、
然
以
邪
洗
顔
紋
服
風
俗
、
所
制
出
先
已
畢
、
強
及
其
企
者
、
井
波
国
之
偽
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
糾

　
　
平
、
不
政
明
礼
也

と
あ
り
、
禁
教
の
た
め
に
は
国
交
（
参
府
献
上
品
の
受
け
入
れ
、
通
商
）
謝
絶
は
や
ひ
を
得
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
政
教
分
離
の
考
え
を
一
歩

踏
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
前
年
の
元
和
九
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
押
さ
れ
、
か
つ
期
待
し
た
中
国
と
の
直
接
貿
易
の
見
込
み
が
な
く
な
る
と
、
み
ず

か
ら
商
館
を
閉
じ
て
日
本
か
ら
撤
退
し
た
。
唐
船
は
小
船
な
が
ら
長
崎
を
中
心
に
来
航
数
が
増
加
し
、
唐
人
墓
地
や
出
身
地
ご
と
の
唐
寺
を



創
建
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
よ
り
前
、
朱
印
船
は
慶
長
十
四
年
ご
ろ
か
ら
、
幕
府
に
近
い
特
定
の
大
名
や
商
人
に
し
ぼ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
全
朱
印
船
大
名

　
一
〇
人
の
う
ち
九
人
は
、
島
津
・
松
浦
・
有
馬
ほ
か
の
九
州
の
大
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
大
名
の
対
外
貿
易
は
、
領
内
渡
来
の
外
国
船
と
の

取
引
や
投
銀
（
外
国
商
人
な
ど
へ
の
資
本
貸
付
）
を
含
め
、
藩
財
政
や
軍
事
力
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
慶
長
十
九
年

に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
は
平
戸
藩
主
の
弟
に
、
青
銅
製
の
石
火
矢
六
挺
（
一
挺
平
均
三
五
ト
ン
）
・
同
じ
く
鉄
製
六
挺
分
の
代
銀
と
し
て
、
合

計
銀
六
二
貫
八
四
四
匁
の
領
収
参
を
渡
し
て
い
る
が
、
こ
の
額
は
数
千
石
の
米
代
に
相
当
す
る
。
尤
も
こ
の
大
砲
は
「
御
物
」
で
あ
る
か
ら
、

平
戸
藩
が
購
入
し
た
の
で
は
な
く
、
平
戸
藩
を
通
じ
て
幕
府
が
買
い
上
げ
た
も
の
で
、
時
ま
さ
に
大
坂
の
役
の
直
前
で
あ
る
。
当
時
は
こ
の

ほ
か
煙
硝
・
鉛
・
カ
ッ
パ
や
、
夥
し
い
数
の
鹿
皮
な
ど
の
軍
需
品
も
輸
入
さ
れ
た
。
軍
需
品
そ
の
も
の
や
、
石
高
制
の
枠
外
で
あ
る
貿
易
収
入

が
、
大
坂
方
や
そ
れ
に
近
い
と
見
ら
れ
て
い
た
九
州
を
は
じ
め
西
国
の
諸
藩
に
貯
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
確
立
期
の
幕
府
に
と
っ
て
大
き
な
脅

威
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
元
和
の
二
港
定
限
今
は
大
名
貿
易
の
制
限
で
も
あ
っ
た
。

　
寛
氷
期
に
入
る
と
将
軍
家
光
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
検
束
を
強
化
す
る
一
方
、
シ
ャ
ム
湾
・
台
湾
に
お
け
る
朱
印
船
へ
の
攻
撃
を
、
将
軍
権
威

へ
の
挑
戦
と
み
な
し
て
、
数
年
に
わ
た
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
オ
フ
ン
ダ
船
を
長
崎
・
平
戸
に
抑
留
し
た
（
貿
易
停
止
）
。
ま
た
か
か
る
ト
ラ
ブ
ル
や
偽
の
朱
印

状
に
よ
る
派
船
を
排
除
す
る
た
め
に
、
同
八
年
に
は
奉
書
船
制
度
を
定
め
て
出
国
を
制
限
し
、
つ
い
に
同
十
年
（
一
六
万
二
）
、
鎖
国
に
踏
み

切
っ
た
。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
第
一
次
鎖
国
令
は
、
奉
書
船
以
外
の
日
本
船
（
人
）
の
海
外
渡
航
を
禁
じ
、
在
外
居
住
邦
人
の
帰
国
を
制
限
し
、
キ
リ
シ

タ
ン
取
締
り
の
徹
底
、
武
士
に
よ
る
貿
易
の
禁
圧
、
外
国
船
の
滞
留
（
取
引
）
期
間
の
制
限
、
糸
割
符
制
の
適
用
範
囲
の
拡
大
な
ど
を

規
定
し
た
。
同
十
二
年
に
は
日
本
船
（
人
）
出
入
国
の
全
面
禁
止
、
唐
船
貿
易
を
長
崎
一
港
に
限
定
（
第
三
次
鎖
国
令
）
、
翌
十
三
年
令
で
は

ポ
ル
ト
ガ
ル
系
家
族
の
出
島
収
容
・
追
放
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
同
ト
四
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
の
島
原
の
乱
を
契
機
に
、
十
六
年
に
は

　
　
　
　
史
　
学
　
論
　
叢
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三
四

こ
れ
ま
で
約
一
世
紀
に
わ
た
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
貿
易
を
禁
絶
し
た
（
第
五
次
鎖
国
緋
）
。
秀
吉
以
来
の
政
教
分
離
策
の
払
拭
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
蹴

落
し
に
策
を
つ
く
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
対
日
戦
略
の
勝
利
と
い
え
る
。
か
く
み
れ
ば
、
こ
れ
は
従
来
の
説
の
よ
う
に
「
鎖
国
の
完
成
」
と
い
え

な
く
も
な
い
が
、
翌
年
に
は
通
商
継
続
願
い
の
た
め
渡
来
し
た
マ
カ
オ
使
節
以
下
六
一
名
を
処
刑
し
、
十
八
年
（
一
六
同
一
）
福
岡
・
佐
賀
、

大
村
・
五
島
の
近
隣
諸
席
に
、
長
崎
お
よ
び
海
上
の
警
備
課
役
を
課
し
、
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
長
崎
に
移
し
て
、
こ
こ
に
寛
永
鎖
国
は
完

成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
全
国
に
到
来
す
る
す
べ
て
の
外
国
船
を
長
崎
に
回
航
さ
せ
、
ま
た
個
別
席
に
よ
る
独
自
の
貿
易
を
禁
じ
、

つ
ま
り
す
べ
て
の
外
交
・
貿
易
を
幕
府
が
掌
握
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
直
轄
鎖
長
崎
の
ほ
か
、
対
馬
席
（
朝
鮮
口
）

・
薩
摩
藩
（
琉
球
口
）
に
よ
る
、
出
入
国
を
含
む
外
交
・
貿
易
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
幕
府
の
指
揮
統
制
下
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
貿
易
再
開
の
意
図
の
も
と
に
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
と
尚
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
派
船
し
て
き
た
が
、
二
度

目
の
頃
に
は
寛
永
鎖
国
令
は
社
会
に
定
着
し
て
お
り
、
医
学
乙
天
文
学
な
ど
の
文
化
面
で
も
、
従
来
の
南
蛮
流
か
ら
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
医
師

な
ど
か
ら
の
直
接
受
容
に
よ
る
紅
毛
流
へ
と
推
移
し
、
後
の
洋
学
の
源
流
で
あ
る
通
詞
蘭
学
の
萌
芽
期
を
な
し
た
。

註(1)(2)(3)

　
『
南
浦
文
集
』
上
「
鉄
畑
記
」
。

拙
著
『
近
世
長
崎
貿
易
史
の
研
究
』
四
七
頁
、
吉
川
弘
文
館
。

　
『
イ
エ
ズ
ス
会
士
日
本
通
信
』
上
二
七
四
頁
、
雄
松
堂
。

困
　
「
御
朱
印
師
職
占
格
」
　
（
神
宮
文
庫
所
蔵
）
、
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
１
、
三
二
二
Ｉ
五
頁
、
中
央
公
論
社
。

㈲
　
岩
生
成
一
　
『
新
版
朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
五
一
？
六
頁
、
吉
川
弘
文
館
。

㈲
　
大
日
本
占
文
書
家
わ
け
『
相
良
家
文
書
』
七
二
八
号
。



関
　
松
浦
家
文
書
、
包
酎
「
文
禄
三
年
三
月
デ
ー
日
米
ノ
刻
到
至
」
。

㈲
(9)

安
養
寺
所
蔵
、
内
藤
肩
幅
『
文
禄
慶
長
の
役
に
お
け
る
被
捕
大
の
研
究
』
六
〇
一
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
。

内
藤
氏
同
右
唐
二
九
七
頁
。

�
　
佐
久
間
正
他
訳
注
『
ア
ピ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
日
本
王
国
記
』
（
大
航
海
叢
書
１
１
）
一
二
八
１
九
頁
、
岩
波
書
店
。

闘
　
榎
本
一
雄
『
商
人
カ
ル
レ
フ
ア
イ
』
（
大
東
名
著
面
）
七
七
頁
。

�
　
内
藤
氏
前
傷
害
一
一
頁
、
異
国
日
記
刊
行
会
『
影
印
本
異
国
日
記
Ｉ
金
地
院
崇
伝
外
交
文
書
集
成
Ｉ
』
三
七
、
五
四
、
一
〇
八
、
一
二
二
、
一
一
七
頁

　
　
東
京
美
術
。

�
　
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
長
崎
の
「
平
戸
町
人
別
生
所
耗
」
に
よ
れ
ば
、
一
〇
才
で
肥
後
ハ
代
（
小
西
行
長
領
）
に
連
行
さ
れ
、
や
が
て
長
崎
か
ら

　
　
マ
カ
オ
ヘ
「
被
売
渡
」
、
五
年
後
に
帰
国
し
た
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
川
崎
屋
助
右
衛
門
女
房
が
居
住
し
て
い
る
。
契
約
移
民
な
ど
朱
印
船
で
の
渡
航
者

　
　
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
「
日
本
人
」
が
か
な
り
の
数
を
占
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
夫
の
川
崎
屋
も
宇
喜
多
秀
家
領
の
岡
山
に
連
行
さ
れ
た
者
で
、

　
　
こ
の
年
の
同
町
だ
け
で
も
合
計
九
人
の
［
高
麗
］
出
生
者
が
い
る
。
こ
の
う
ち
年
齢
（
申
告
の
年
齢
で
絶
対
的
な
信
頼
は
お
け
な
い
が
）
か
ら
逆
算
し

　
　
て
天
正
十
五
年
渡
来
の
当
時
十
七
才
の
女
子
一
人
を
の
ぞ
き
、
他
は
す
べ
て
朝
鮮
の
役
の
捕
虜
と
考
え
ら
れ
、
多
く
は
Ｉ
〇
代
の
女
子
で
あ
っ
た
。

㈱
　
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
、
吉
田
小
五
郎
訳
『
日
本
切
支
丹
宗
門
史
』
上
中
下
（
岩
波
文
庫
）
。

同
　
前
掲
『
影
印
本
異
国
日
記
』
二
三
七
頁
、
な
お
御
米
印
帳
二
種
は
こ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

�
　
糸
割
符
制
を
め
ぐ
る
諸
説
は
㈲
所
傷
拙
著
に
整
理
し
、
筆
者
は
少
な
く
と
も
慶
長
十
六
年
か
ら
は
抑
制
的
効
果
が
大
と
考
え
る
（
第
三
章
）
。

同
　
同
所
傷
書
一
五
頁
所
収
慶
長
十
五
年
本
多
正
純
よ
り
福
建
道
総
督
あ
て
書
簡
、
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
と
鎖
国
日
本
Ｉ
唐
船
貿
易
を
中
心
に
１
」
　
（
『
幕
藩

　
　
制
国
家
と
異
域
・
異
国
』
校
倉
書
房
）
。

同
　
「
紅
毛
」
の
語
は
、
『
東
西
洋
考
』
な
ど
明
代
の
中
国
人
が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
（
ま
た
ィ
ギ
リ
ス
人
）
を
紅
毛
蕃
・
紅
毛
夷
と
呼
ん
で
、
南
蛮
人
と
区
別

史
　
学
　
論
　
叢

１
　
ｊ
ｉ
ｓ
ｌ

三
五
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三
六

　
　
し
た
の
を
援
用
し
た
も
の
で
、
鎖
国
（
南
蛮
人
禁
制
）
後
に
使
わ
れ
だ
し
た
。
向
井
元
升
筆
記
『
紅
毛
流
外
科
秘
要
』
（
承
応
三
）
、
植
林
鎖
山
『
紅

　
　
夷
外
科
宗
伝
』
（
宝
永
三
）
な
ど
が
最
も
占
い
例
で
あ
ろ
う
。

回
　
ハ
ー
グ
市
オ
ラ
ン
ダ
国
立
中
央
文
書
館
所
蔵
、
ち
や
く
す
く
る
う
ん
へ
い
け
（
J
a
q
u
e
s

G
r
o
e
n
e
w
e
g
e
n
）
あ
て
家
康
朱
印
状
。

�
　
�
所
掲
書
三
二
頁
。

�
　
同
右
書
二
二
―
六
頁
。
回
書
四
五
頁
に
よ
れ
ば
マ
カ
オ
市
使
節
は
そ
の
後
元
和
七
年
に
も
、
「
ば
は
ん
（
ハ
幡
）
」
国
蘭
・
英
の
平
戸
か
ら
の
追
放

　
　
を
嘆
願
し
て
い
る
。

�
　
回
右
書
二
八
頁
。

�
　
回
右
書
三
三
１
四
頁
。

鴎
　
同
右
書
五
〇
頁
。

闘
　
長
崎
市
立
博
物
館
所
蔵
。

卸
　
そ
の
「
条
々
」
に
は
、
貿
易
船
に
よ
る
宣
教
師
の
潜
入
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
ヘ
の
物
資
補
給
と
と
も
に
、
「
宗
門
之
族
結
徒
党
、
企
邪
義
、
則
御
詠
罰

　
　
之
事
」
を
あ
げ
、
「
右
、
囚
蚊
、
自
今
以
後
か
れ
う
た
渡
海
之
儀
被
停
止
」
と
（
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
宗
旨
之
部
）
、
島
原
の
乱
を
禁
絶
の
理
由
の

　
　
一
つ
と
す
る
。

付
記
　
小
文
は
、
一
九
八
九
年
六
月
令
七
日
、
別
府
大
学
に
お
け
る
同
題
で
の
講
演
原
稿
を
加
除
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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